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菊 池 彰
議 長

９月臨時会において、13 代目の
議長に選任いただきました菊池彰
です。
市民の方々の期待にしっかりと
応え、しっかりと寄り添う議会を目指して円滑な議会運
営に努めます。是々非々の判断で議員同士が切磋琢磨し
て、市民の方々が安心して安全に心豊かな暮らしを送れ
る社会の実現に向けて、議員一丸となって努力・精進して
まいる所存でございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

田 中 繁 則
副議長

９月臨時会において、
副議長に選任されまし
た田中繁則です。身に
余る光栄とともに、その
責務の重さに身が引き締まる思いです。
これまでの議会の歩みを礎に、議員一人ひと
りの力を結集して議会の機能をさらに高め、市
政の発展に寄与できるよう誠心誠意努めてまい
ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

議長に 菊池 彰 議員議長に 菊池 彰 議員
副議長に 田中繁則 議員が就任副議長に 田中繁則 議員が就任
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議員平 野 良 哉

予 算 委 員 会
委 員 長 平 家 恭 治
副委員長 井 上 剛

委 員

正副委員長を除く全議員

民 生 文 教 委 員 会
委 員 長 攝 津 眞 澄
副委員長 西 山 一 規
委 員 宮 本 知 里
〃 鎌 田 浩
〃 井 上 剛
〃 田 中 繁 則
〃 遠 藤 綾

９月１日の臨時会において、三常任委員会委員及
び議会運営委員会委員の選任等を行いました。
委員の構成については、下記のとおりです。

委員会の構成
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議員佐々木加代子
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議長菊 池 彰 議員遠 藤 綾
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副議長田 中 繁 則

ま
っ
す
ぐ
誠
実
に
、

ま
っ
す
ぐ
誠
実
に
、

未
来
へ
歩
み
を

未
来
へ
歩
み
を

進
め
ま
す
。

進
め
ま
す
。

総 務 産 業 委 員 会
委 員 長 平 野 良 哉
副委員長 佐々木 加代子
委 員 杉 山 啓
〃 竹 内 優美子
〃 菊 池 彰
〃 平 家 恭 治
〃 上 田 浩 志
〃 宮 本 明 裕

議 会 運 営 委 員 会
委 員 長 佐々木 加代子
副委員長 平 家 恭 治
委 員 井 上 剛
〃 攝 津 眞 澄
〃 平 野 良 哉
〃 田 中 繁 則
〃 西 山 一 規

八幡浜市議会は９月１日に臨時会を開き、議長に
菊池 彰議員、副議長に田中繁則議員を選出しました。
これからの４年間、より良い八幡浜市を目指し、各

議員が掲げた目標に向けて積極的に活動を展開して
いきます。

４年間の議員活動に向けて
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令和７年９月臨時会（会期：令和７年９月１日）
○：賛成、×：反対、－：退席、欠：欠席
（※：議長は採決に加わっていません）
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裕議案番号 件 名 （ 摘 要 ） 審議結果

議案第66号 旧八幡浜市立図書館移築建築主体工事請負契約の締結につ
いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※

○○○ ○ ○ 原案可決

議案第67号 財産の取得について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第68号 令和７年度八幡浜市一般会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

令和７年９月定例会（会期：令和７年９月９日～10月10日）
報告第13号 令和６年度八幡浜市健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について

※

報 告

認定第１号 令和６年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の
認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案認定

認定第２号 令和６年度八幡浜市下水道事業会計決算の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案認定

認定第３号 令和６年度八幡浜市水道事業会計決算の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案認定

認定第４号 令和６年度八幡浜市簡易水道事業会計決算の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案認定

認定第５号 令和６年度市立八幡浜総合病院事業会計決算の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案認定

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 異議のない旨答申

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 異議のない旨答申

諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 異議のない旨答申

議案第69号 「宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事）請負
契約の締結について」の議決変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第70号 「松蔭地区公民館建設工事（建築主体工事）請負契約の締結
について」の議決変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第71号 八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム設置条例の一部
を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第72号 八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第73号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第74号 八幡浜市施設利用予約システム導入に伴う関係条例の整備
に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第75号 令和７年度八幡浜市一般会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第76号 令和７年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第77号 令和７年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第78号 令和７年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第79号 令和７年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

議案第80号 令和７年度八幡浜市簡易水道事業会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案可決

同意案第５号 副市長の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ 原案同意

同意案第６号 監査委員の選任について 無記名
投票

無記名
投票

除
斥

無記名
投票 原案同意

議案等別表決一覧表

９月２日 議会運営委員会
９日 本会議（開会、議案説明）
16日 本会議（一般質問１日目）
17日 本会議（一般質問２日目）
18日 本会議（質疑、委員会付託）

９月19日 常任委員会（総務産業）
22日 常任委員会（民生文教）
24日 常任委員会（予算）
29日 本会議（採決）
30日 特別委員会（決算審査１日目）

10月１日 特別委員会（決算審査２日目）
３日 特別委員会（決算審査３日目）
10日 本会議（議案採決、閉会）

令和７年第５回八幡浜市議会定例会日程
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７人が市政をただす！
９月定例会では、７人の議員が一般質問に立ち、市長はじめ関係

理事者の考えをただしました。
掲載は質問順で、質問及び理事者答弁は質問者本人が要約したものです。

なお、一般質問の詳細につきましては、会議録に掲載しています。

＊会議録は、市議会ホームページ（https://www.city.yawatahama.ehime.jp/category/gikai）
議会事務局、市立図書館でご覧になることができます。

質問者（質問順） 質 問 項 目 ページ

鎌 田 浩
１ 上下水道に関する件について
２ 教育に関する件について
３ 交通安全に関する件について
４ 文化振興に関する件について

6

攝 津 眞 澄
１ 市民にわかりやすい災害避難場所掲示板等の設置について
２ ポイ捨て・不法投棄対策におけるデジタルシステムの導入と、学
校・企業との連携について

7

杉 山 啓

１ 資格取得支援制度について
２ 市職員の確保と職場環境について
３ 地域活動の一覧化および人材バンクの整備について
４ 郷土学習および郷土学習施設について
５ 市民が自己肯定感と安心感を抱いて暮らせる環境整備について
６ 市の施設における気候変動対策について

8

宮 本 知 里
１ 八幡浜に住む市民の移動について
２ 高齢者、子ども、障がい者が自然に交流できる共生型の居場所づ
くりについて

３ 福祉施策の充実について
9

田 中 繁 則 １ 情報保障の充実と手話施策の体系的推進について 10

佐 々 木 加代子 １ 防災・減災対策について
２ 高齢者支援について 11

遠 藤 綾 １ 外国人の生活保護利用や国保加入等について
２ 不登校児童生徒への支援の在り方について 12

議会を傍聴
しませんか？

次の定例会は 12 月に
開かれます。傍聴席は、
八幡浜庁舎７階に設置
しています。傍聴席入
口には、受付簿を置いて
ありますので、氏名、住
所等をご記入の上、是非
とも議会を傍聴してみ
てください。

インターネット配信
について

インターネットで本会議
（開会日、一般質問）の録画
中継を配信しています。八
幡浜市議会ホームページか
らご覧ください。なお、録
画中継の掲載期
間は１年間です。

こちらから
アクセス➡

こちらからアクセス
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上下水道に関する件について

問 下水道管破損に起因する空洞化調査の進捗状
況、結果と今後の対策及び予定について伺う。

答 既に専門業者による現地調査が完了済。現在
は調査結果を基に管路の劣化状況・健全性の診

断中。９月末には緊急度判定の結果が判明する見込み。

問 ウォーターＰＰＰに関する市の取組状況につ
いて伺う。

答 今年度ウォーターＰＰＰ（官民連携による管
理方式）の導入に向けた基礎情報の収集等、事

前の検討作業を行い、来年度本格的な導入可能性調査
を行う予定。

問 今後の水道料金について伺う。

答 来月上下水道使用料等検討委員会を立ち上
げ、下水道使用料及び水道料金について議論い

ただく予定。

要望 安心・安全な水を安定的に供給していただ
けるよう、引き続きの尽力をお願いする。

教育に関する件について

問 学校の夏休み明けは、子供の自殺者また不登
校者が多くなる傾向にあると聞く。この時期特

有の子供たちに対するケアと、学校・家庭の連携等含
め、対策及びその取組について伺う。

答 学級担任は、休み明けの様々な活動の中で一
人一人に声をかけ、児童・生徒の様子を確認して

いる。少しでも心配な点があれば、教育相談を実施する
などきめ細かな対応行っている。また、令和５年度導入
のやわたはま元気ノートの活用を呼び掛けている。

要望 少子化の時代でもあり、子供は
国の宝と思う。八幡浜ならで

はの伸び伸びと健やかな子育て・教育
を進めていただきたい。

交通安全に関する件について

問 交通安全に対する市の取組について伺う。

答 本市では、市民が安全・安心に生活できる町の
実現を目指して、交通指導員や違法駐車防止推

進員と連携し、交通事故ゼロを目指した社会づくりに取
り組んでいる。具体的取組として、春・秋の交通安全運
動期間に、市内小学校の登校時間に合わせて交通安全街
頭指導と交通指導員による交通安全人間看板により、
シートベルトの着用や飲酒運転の撲滅、早めのライト点
灯等、交通ルールの遵守に関する啓発活動を実施してい
る。また、交通安全施設整備事業として、交通安全協会
各支部からの要望により、カーブミラー、ガードレール、
ガードパイプ等の新規設置及び既存施設の中から優先度
の高い箇所から更新し、交通事故防止に取り組んでいる。

要望 引き続き活動に取り組んでいただきたい。

文化振興に関する件について

問 有形、無形の様々な文化的な存在に対して、
保存維持等の支援について、市の考えを伺う。

答 文化財は、所有者自身が保存、活用に努める
ことが基本。教育委員会では、市指定文化財や

国、県の指定または登録文化財の保存、伝承、修繕、活
用に関して、所有者や管理者への補助金交付制度を設
けている。不明な点があれば相談いただきたい。

問 港町ブルースについて、「やはたはま」と歌っ
ている点が惜しいと思うが。

答 今後も引き続き国内外の皆様に「やわたはま」
と正しくお読みいただけるよう、本市の魅力を

積極的にＰＲし、知名度の向上に努めていく。

要望 ゆめみかんのこけら落としで、森進一さん
に「やわたはま」と歌っていただけたらと考

えている。

鎌 田 浩議員
今後の水道料金について

副市長 上下水道使用料等検討委員会を立ち上
げ、適正な水道料金について御議論いただく。
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攝 津 眞 澄議員 夜間停電時の視認性確保について、反射材
や蓄光材の採用、太陽光パネル付きLED照
明など自立発光型標識の導入等について、
市としての対策を伺う
副市長 今後、表示板を更新する場合は、原則と
して反射材や蓄光材等を用いた物への更新を考えて
いる。併せて、より市民に目のつきやすい場所への
移動も検討する。

市民にわかりやすい災害避難場所掲示板等
の設置について

問 当市は津波、土砂災害、洪水等、複合的な自然
災害リスクを常に抱えているが、まだまだ対策

は万全とは言えず、海抜表示板や災害種別ごとの標識
の設置が不十分であり、緊急時に市民が混乱する要因
となっている。現在市内に設置されている防災標識や
掲示板の種類と設置場所、また整備状
況に関する認識と課題について伺う。

答 津波一時避難場所及びその避難経路に関する
ものが 300 か所、避難所が 72 か所、津波避難ビ

ルが 38 か所あるほか、日本宝くじ協会の助成事業で
設置したものがある。今後の課題として、市民の認知
度を高め、災害種別によって避難所が異なる事を市民
に周知していく必要がある。表示板を見れば災害種別
による避難所利用の適否が確認できるよう、市民に分
かりやすく示す方法を検討していく。

要望 災害時に市民の皆様が頼れるのは、迷わな
い迅速な避難行動をとれるための標識であ

る。誰一人として取り残さない防災対策は、災害が起
こる前に準備できるはず。他自治体の優良事例やデジ
タル技術の活用を積極的に取り入れながら、スピード
感を持って防災標識掲示板の改善に取り組んでいただ
くことを強く要望する。

ポイ捨て・不法投棄対策におけるデジタル
システムの導入と、学校・企業との連携につ
いて

問 市内のポイ捨て・不法投棄の現状について、
件数、場所別分布、撤去の方法や費用の実態を

伺う。

答 不法投棄件数は年間約 40 件前後で推移して
いる。不法投棄が多い場所は、双岩から西予市

へ続く旧県道の市道双岩鳥越峠線や保内町から大洲市

長浜町へ続く国道 378 号の沿道である。撤去の方法に
ついては、市職員が現場確認を行った後、回収できる
物は環境センターに運搬している。令和６年度の費用
については（環境センターで処分できない家電４品目）
９万 2,280 円である。

問 ピリカアプリ（デジタル技術を活用してごみ
拾いを可視化、促進するための仕組み）とタカ

ノメシステム（ごみのポイ捨てや不法投棄を自動的に
発見できるドライブレコーダー型の AI ごみ調査シス
テム）の導入について、市の考えを伺う。

答 人口減少の中、ポイ捨て防止活動に誰もが気
軽に参加し、活動の効率化や情報の共有を図る

観点から、アプリ等のシステムの活用について、既存
の連絡体制や市の公式 SNSの活用も含め、今後調査研
究したい。

問 子供たちが海や山で遊び、学ぶ機会が年々減
少している。各地から修学旅行としての民泊も

徐々に増えている現状を鑑み、もっと八幡浜の資源を
生かした環境教育と観光の融合が必要ではないかと考
える。本市において学校、企業、地域が連携した体験
型環境プログラムを創設する考えはあるのか。

答 まずは各種団体による自発的な取組を尊重
し、その活動を継続することで、やがて市全体

に及ぶと考える。体験プログラムも視野に入れなが
ら、今後も市民、学校、企業、各種団体の皆様と連携
し、環境問題の解決に向けた取組に努めていく。

要望 環境啓発活動において特に注目したのは、
楽しみながら環境改善に取り組むという新し

いアプローチの導入である。小さな頃から遊びや体験
を通じて環境を学び、ごみを落とす人ではなく、進ん
でごみが拾える人に育てていくことが、やがて地域を
愛し、自分の町を守ろうという心に繋がってくる。市
民一人一人が自発的に環境保全に関わることができる
プログラムを構築し、持続可能で誇れる八幡浜市を次
世代につないでいただくよう強く要望する。
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資格取得支援制度について

問 就業者がリスキリングにより所得を増やして
いくこと、および本市の生活圏内で一定数の専

門技能職の担い手を確保していくことをねらい、独自
の資格取得支援制度を設けることはできないか。

答 市民のキャリア形成や所得向上につながる重
要な視点であると認識するが、財政状況、他の

市民との公平性、事業の公益性、人材流出加速の懸念
から慎重な検討を要する。鬼北町や香川県宇多津町で
は地域の実情に応じた定住支援策の一環として実施さ
れている。現時点で創設は難しいが、他自治体を参考
に調査研究を進める。

市職員の確保と職場環境について

問 総務省が令和５年９月付で公開した「人材育
成・確保基本方針策定指針に係る報告書」を参

考に広域連携施策を検討してはどうか。

答 本市においても特に土木技術職で募集人員を
充足できない状況が続いている。一方でオンラ

イン説明会やインターンシップ等の取組の成果がみら
れており、当面の間は独自の取組を継続したい。

要望 広域連携は将来検討されるであろう次の合併
への準備策にもなる。前向きに検討してほしい。

地域活動の一覧化および人材バンクの整備
について

問 東京都文京区では社会福祉協議会が主体と
なって地域活動ポータルサイトが運営されてい

る。地域活動の情報がまとめられ容易に閲覧できる環
境を整備することは学校部活動の地域連携にも資する
ものと考えるが、本市も同様に取り組めないか。

答 「浜っ子サークル銀行」「浜っ子人材銀行」を
改善する。中学校の部活動指導者については県

が導入を進めるシステムへの参画を検討している。

郷土学習および郷土学習施設について

問 本市の歴史や地理について体系的に学べる場
がほとんど無い。偉人たちにあやかるだけでは

なく、八幡浜というまち自体の歴史や地理を学べる場
をぜひ整備してほしいが、例えば旧愛宕中学校の校舎
の一部を利用できないか。

答 歴史や地理を体系的に学べる場の整備は、必
要性を強く認識している。旧愛宕中学校は別用

途での活用を予定しており、他の遊休施設の活用など
を検討する。

市民が自己肯定感と安心感を抱いて暮らせ
る環境整備について

問 パートナーシップ・ファミリーシップ制度導
入の意向を伺う。

答 国がリーダーシップを執るべき課題と考えて
おり、今後も人権教育及び啓発活動に取り組む。

問 不登校児童・生徒が「おおずふれあいスクー
ル」以外の民間事業者に通う場合も指導要録上

の出席扱いとされるのか。

答 文部科学省の通知に照らして各学校長の判断
により出席扱いとする。一律の基準を示すのは

難しい。

要望 困難な状況にある方が自己肯定感、安心感
を持てるよう柔軟な対応を求める。

市の施設における気候変動対策について

問 気候変動は本市にとって死活問題。太陽光発
電設備の導入と併せて屋上緑化も検討してはど

うか。

答 これまで検討していなかっ
たが、選択肢の一つとして調

査研究を進める。

杉 山 啓議員
本市独自の資格取得支援制度を設けること
はできないか

政策推進課長 市民のキャリア形成や所得向上に
つながる重要な視点であると認識するが、財政状況、
他の市民との公平性、事業の公益性、人材流出加速
の懸念から慎重な検討を要する。
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八幡浜に住む市民の移動について

問 移動手段は市民生活に不可欠であり、高齢者
や免許返納者、子育て世帯、学生、障害のある方

にとって重要な課題である。全国で導入が進むオンデ
マンド交通「チョイソコ」は移動支援に有効であり、国
の補助金や民間協賛を活用した試験的導入を検討すべ
きであると考えるが、市の見解を伺う。

答 本市は４路線でデマンド型乗合タクシーを運
行し、既存事業者と連携して公共交通の維持に

努めている。新たな導入には共存や経営影響を考慮す
る必要があり、過去にチョイソコも検討したが課題が多
く見送られた。運転手不足、財政面を踏まえ、地域に
合った持続可能な交通手段を検討していく方針である。

問 乗合タクシーの路線を増やす事は可能か。

答 本市は令和４年度策定の地域公共交通計画に
基づき、住民主体で移動手段を確保するための

ルールを定めている。現在、保内町宮内地区で乗合タ
クシー導入の要望があり、協議会を設立して具体的な
検討を進めている。人口減少や高齢化が進む中、公共
交通の維持には行政だけでなく、事業者・利用者・地域
が連携することが重要であり、市は住民と協力し持続
可能な交通の確保に努めていく方針である。

要望 既存交通の見直しや地域事業者との共存を
重視しつつ、市民の真に求めるサービスを実

現する市政を望む。社会の変化に伴いニーズも変化し
ていることから、時代に即した柔軟で新たな発想によ
る移動手段の検討を求めるものである。

高齢者、子ども、障がい者が自然に交流で
きる共生型の居場所づくりについて

問 少子高齢化により地域のつながりが希薄化
し、高齢者の孤立や子育て負担、障害のある方

の居場所づくりなどが課題となっている。人と人とが
自然に交流できる場の創出が重要であり、市として垣
根を越えた取組を検討しているのかを伺う。

答 誰もが孤立することなく互いに支え合いなが
ら安心して暮らせる地域共生社会の実現に向

け、まずは他市町の先進事例を研究し、本市における
実現の可能性を模索していく。

要望 地域、企業、専門職、行政が力を合わせて話
し合い、協力しながら課題を解決できる仕組

みをつくることが大切である。市民が「ここに相談す
れば大丈夫」と安心して頼れる体制を早急に整えてい
ただき、誰も取り残さないまちづくりを進めてほしい。

福祉施策の充実について

問 介護人材の確保が課題となる中、現場負担の
軽減と職場環境の改善が重要である。介護保険

事業計画等にもＩＣＴ活用が明記されており、ケアプ
ランデータ連携システムの導入は今後必須となる見込
みである。現在は国の補助金も活用可能であり、市と
して積極的に取り組むべきであると考えるが、市の見
解を伺う。

答 ケアプランデータ連携システムは、居宅介護
事業所と介護サービス事業所を結ぶ重要な仕組

みであり、事務負担の軽減や人材不足対策に必要であ
る。本市は厚生労働省のスケジュールに沿って、連絡
メールや説明会等により周知を図り、令和 10 年４月
の本格運用開始に向け全事業所で対応できるよう取り
組む方針である。

宮 本 知 里議員 タクシーチケット対象年齢 70 歳からに、
上限額も増やせないか

保健センター所長 制度開始から 20 年以上が経
過し、利便性向上のための見直しを重ねてきたもの
の、現在も要望や問い合わせが続いている。今後は
利用者の意見を聞きながら、制度全体の見直しや今
後の方向性を検討していきたい。
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情報保障の充実と手話施策の体系的推進に
ついて

問 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー
ション施策推進法」が施行され、庁舎や公共施

設での接遇や案内、手話・筆談・字幕等を含む通訳、市
広報やホームページの情報発信など、どのような施策
を実施してきたのか。

答 平成 12 年度から現在の八幡浜庁舎社会福祉
課に手話通訳者を配置するとともに、手話通訳

者派遣事業を開始している。また、平成 19 年 10 月に
四国で初めて公立病院に手話通訳者を配置し、医療現
場での円滑なコミュニケーションを実現した。
さらに、広報では紙媒体だけでなく、ホームページ
上で朗読ボランティア団体の協力の下、声の広報を実
施し、希望者には CD等での配付も行っている。SNS
での情報発信も実施し、LINE 公式アカウント等を通
してイベントの開催や防災情報など、市の取組等につ
いてリアルタイムで伝えている。

問 災害時において、視覚的情報として、手話・字
幕・掲示板・スマホ通知などの手段を、どのよう

に整備し、どのような場面で活用されているのか。

答 災害時の情報伝達は命を守る手段として極め
て重要になる。現在、津波情報等はテレビの

ニュース字幕やスマートフォンの緊急通知など、視覚
的手段でも提供されているが、災害時の情報を市民に
より広く確実に伝達する上で、防災行政無線の音声が
聞こえない聴覚障害者や高齢者に対する情報伝達には
課題があると認識している。今後、関係機関と連携し、
先進事例等を参考にしながら、多様な情報伝達手段の
整備と活用について検討を進めていく。

問 市内小・中学校において、手話を学ぶ機会や
体験的な取組はどのように実施され、児童生徒、

教員からどのような反応があったのか。

答 総合的な学習の時間において、全ての小・中
学校が福祉について学ぶ機会を設定しており、

手話や点字を取り入れた学校が多くある。手話サーク

ルあゆみの会では、市内小・中学校ほぼ 100％に近く
出前授業を行っている。授業では、身ぶり手ぶりで伝
える体験や手話について学習しており、子供たちは相
手の伝えたいことを聞こうとする意識を高め、コミュ
ニケーションの大切さを学んでいる。
子供たちの感想には、手話を学ぶことで障害のある
方々の存在を初めて知ったということや、いろいろな
立場の人が住みやすい八幡浜市にしたいという前向き
な感想を持つ児童もおり、福祉に関する学びを深める
ことができている。

問 手話に関する市民への広報・啓発、たとえば
公民館講座や地域の福祉学習など、市民が手話

を身近に感じられる取組を、どう展開してきたのか。

答 手話奉仕員養成講座を社会福祉協議会に委託
したり、手話サークルの活動を助成したりして、

市民に手話学習と交流の場を提供している。また、イ
ベントや講演会、二十歳のつどい、国際スポーツ大会
などで手話通訳者を派遣するほか、映像媒体において
は、市長の活動報告動画や CATV の年頭挨拶、募金
キャンペーンCMなどに手話通訳者のワイプ画面を挿
入するなど、聴覚障害者が情報にアクセスできる環境
づくりを進めている。
さらに、学校や公民館、ボランティア団体からの単
発の講演、学習会の依頼に応じ、幅広い層に手話の基
礎や聴覚障害者の生活についての理解を深める機会を
提供している。

問 愛媛県だけがいまだ「手話言語条例」を制定し
た自治体が一つもない「条例空白県」となってい

る現実を、市としてどのように受け止めておられるのか。

答 本市も加入する全国市長会そして全国手話言
語市区長会において、国へ法整備の働きかけを

行っており、法整備までの間、県内で条例
の制定整備はなかったものの、決して県
や県内の自治体が手話の普及に無関心
だったわけではない。
今後、手話の普及やその環境整備の
ために新たな施策を展開したい。

田 中 繁 則議員 手話施策を推進する条例を制定することの意
義とその方向性について、市長の見解を伺う
市 長 条例化により、市の理念や施策の基本方針の明
確化、組織的な連携や関係機関、団体との協働促進など、手
話を必要とする方々が安心して生活できる環境整備や情報
発信の充実に資することが期待される。今後、条例の制定は、
市民や関係団体の意見を伺いながら、進取の気性をしっかり
と発信して前向きに検討したい。
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防災・減災対策について

問 県内で初開催となった女性防災会議につい
て、今後の開催計画などはあるのか伺う。

答 本市では、防災の現場における女性の参画を
拡大することは重要な要素であると捉え、各種

女性団体から多数の関係者にメンバーとなっていただ
き、平成 28 年度に八幡浜市女性防災会議を発足。防
災面への女性の参画については、平常時の備えのほか、
災害時の避難所や復旧・復興時など、それぞれの場面
において女性の視点を取り入れた対応が必要と考えて
いる。今後については、女性防災会議の開催だけでな
く、今年度から５年間の予定で策定を行う事前復興計
画においても、女性の視点を取り入れた計画となるよ
う努めてまいりたい。

問 体育館へのエアコン整備については、普通教
室へのエアコン設置に引き続き、公明党が一貫

して政府に働きかけてきた結果、2024 年度補正予算
で、空調設備整備臨時特例交付金 779 億円が計上さ
れた。対象期間は 24 年度から 33 年度で、地方の実
質負担分は 25％となっている。また、空調施設整備
に活用できる学校施設環境改善交付金や緊急防災・減
災事業債についても、本年度 25 年度末が期限となっ
ていて、体育館へのエアコン設置に利用できるのでは
ないかと考えるがどうか。

答 避難所として使用される学校体育館等への空
調設備設置を加速するため、国は令和６年度新

たな交付金を創設している。補助要件として、断熱性
を確保する必要があるものの、起債を活用できるなど、
自治体の持ち出しを抑えることができる交付金となっ
ている。これまで大規模な改修に合わせて学校体育館
の空調設備を行いたいと考えていたが、夏の暑さが年々
厳しくなっているため、市全体の財政状況を勘案しなが
ら、改修時以外での空調設備設置を検討している。

高齢者支援について

問 住民税所得割非課税世帯に属する 75 歳以上
の高齢者に対して配布している外出支援チケッ

トについて、利用者の方々から１回 1,000 円の使用
上限の撤廃を望む声があるが、本市の考えを伺う。

答 上限を撤廃することについては、この事業の
本来の目的である高齢者の外出機会の回数を増

やすということから外れるおそれがあるため、慎重に検
討する必要がある。市では、バス路線廃止の代替措置
として、これまで乗合タクシー事業を順次導入してきて
いるが、運転手不足などにより今後さらなる充実は難し
くなってきている。この高齢者外出支援事業をより充
実したものとしていくことは、通院、買物支援だけでな
く、高齢者の生きがい創出のためにも大切なことである
と思う。再度、高齢者や民生委員、利用者からのご意見
やご要望等を精査し、より使いやすく、高齢者のための
制度となるよう前向きに検討していく。

問 高齢者免許返納後の市独自支援として、現行
の１回限り 5,000 円の支援ではなく、返納後

お困りの市民の方へ、外出支援と同様の支援を数年間
行っていただきたいがどうか。

答 自主返納に対する特典として、タクシー・バ
ス券を継続して交付することが、免許返納を促

進することにつながるのか現段階では判断が難しいた
め、引き続き調査・研究したい。

佐々木加代子議員
学校体育館へのエアコン設置の考えは

副市長 夏の暑さが年々厳しくなっているため、
財政状況を勘案しながら、改修時以外での空調設備
設置を検討している。
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外国人の生活保護利用や国保加入等について

問 当市における外国人の人数と、国別割合は。
またどのような在留資格があるのか。

答 令和７年８月末現在で、434 人。ベトナム国
籍の方が 129 人、29.7％と最も多く、次いで、

フィリピン 23.5％、ミャンマー 12.7％、インドネシア
11.5％、中国 8.8％の順となっている。
また在留資格は、特定技能の方が 204 人、47％と最
も多く、次いで、技能実習が 28.1％、技術・人文知識・
国際業務の就労ビザ相当が 6.7％、法務大臣に認めら
れた永住者が６％、（戦前に朝鮮や台湾などから来られ
た）特別永住者が 2.8％となっている。

問 当市における外国人の生活保護受給者数と、
国保の加入世帯数は。不正受給などはあるか。

答 令和７年８月末現在、外国人の生活保護受給
者は１名。原則、外国人は、生活保護受給対象

ではないが、永住者、定住者、日本人や永住者の配偶
者、特別永住者などは、国からの通知に基づき、人道上
の観点から、生活保護に準じた措置が行われる。
国保加入世帯は、46 世帯。特定技能が 20 名、永住
者が 10 名、技能実習が４名、技術・人文知識・国際業
務が３名、特別永住者が３名。不正受給は無い。

問 外国人を排除、攻撃する風潮がある。現在当
市におられる外国人の方々に、市として今後、

どのように対応していく考えか。

答 最近 SNS上で、外国人に対する事実に基づか
ない情報が広がっており、市長として残念に

思っている。根拠のない情報による社会の分断を防
ぎ、国籍を問わず全ての市民が安心して暮らせる環境
づくりを進めたい。明るく元気なまち八幡浜を目指
し、多文化共生を取り入れたまちづくりを推進したい。

不登校児童生徒への支援の在り方について

問 全国では令和５年度の小中学生の不登校数は
34 万 6,482 人で、11 年連続増加している。当市

における不登校の小・中学生の人数、近年の傾向について。

答 当市における不登校数は、令和４年度小学校
７名、中学校 23 名、令和５年度小学校６名、中

学校 25 名、令和６年度小学校９名、中学校 31 名。

問 不登校の小中学生がフリースクール等に通っ
た場合、どのように成績として評価されるのか。

答 保護者と学校、学校とフリースクール、教育施
設との関係が大事になる。それらを基に、学校長

の判断で、出席や成績の内容も考えていくことになる。

問 不登校の子どもを支援する、校内教育支援セ
ンター（サポートルーム）を、廃校になった学校

や、市内の学校の空き教室を活用して、保護者が送迎
しやすい市の中心地につくってはどうか。

答 市内に不登校の子を預かる施設は必要だと考
える。現在、保内庁舎１階の教育支援室も、子

どもを預かったり相談を受けたりしているが、手狭で
ある。よって、それをもう少し広げて、いい場所があ
れば、受け入れる体制もつくり
たい。ただ、学校の中に施設を
つくることは反対だ。学校に行
きづらいのに、学校に足を向け
させるのはどうかと考える。

問 大洲市では今年から、大洲ふれあいスクールへ
の公用車での送迎を始めた。当市でも公用車を出

すか、保護者への送迎費用の助成をすべきではないか。

答 今年度、大洲ふれあいスクールに体験に行った
児童生徒は３名で、登録したのは９月に１名だった。

したがって、通所支援は今後の動きを見ながら考えたい。

遠 藤 綾議員
不登校の子を支援する「サポートルーム」を、
市内の通いやすい場所につくるべきだ

教育長 市内に不登校の子を預かる施設は必要
だ。保内庁舎の「教育支援室」を拡充して、いい場
所があれば、受入体制もつくりたい。



八
幡
浜
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
てこ

の
条
例
改
正
は
、
神
山
小
学
校
、
川
上

小
学
校
及
び
双
岩
小
学
校
を
統
合
し
、
令
和

８
年
４
月
１
日
に
八
幡
浜
南
小
学
校
を
新
設

す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

問

今
後
の
小
学
校
再
編
計
画
に
つ

い
て
も
話
し
合
わ
れ
て
い
る
と
思

う
が
、
現
在
の
状
況
を
伺
う
。

答

今
回
の
再
編
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の

「
八
幡
浜
市
学
校
再
編
整
備
第
二
次
実
施
計

画
」
の
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

今
後
の
小
学
校
の
再
編
計
画
に
つ
い
て

は
、
令
和
９
年
度
内
に
策
定
す
る
「
第
三
次

実
施
計
画
」
に
お
い
て
議
論
、
決
定
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

要
望

学
校
は
地
域
の
拠
点

で
あ
る
。
地
域

住
民
の
意
見
も
聞

き
な
が
ら
議
論

を
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
。

八
幡
浜
市
施
設
利
用
予
約
シ
ス
テ

ム
導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

問

弓
道
場
に
は
ス
マ
ー
ト
ロ
ッ
ク

（
解
錠
施
錠
シ
ス
テ
ム
）
が
導
入
さ

れ
て
い
る
が
、
施
設
利
用
予
約
シ
ス
テ
ム
導

入
に
あ
わ
せ
て
、
他
の
施
設
へ
の
ス
マ
ー
ト

ロ
ッ
ク
導
入
の
考
え
は
あ
る
か
。

答

現
時
点
で
は
他
の
施
設
へ
の
ス

マ
ー
ト
ロ
ッ
ク
導
入
は
検
討
し
て

い
な
い
。

弓
道
場
は
、
隣
接
す
る
宿
泊
施
設
「
マ
ン

ダ
リ
ン
」
の
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
環
境
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
費
用
を
抑
え
て
導
入
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
他
の
施
設
へ
の
導
入
に
は
、
月
額

使
用
料
に
加
え
、
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
環
境
を
新
た
に

整
備
す
る
た
め
の
初
期
費
用
や
通
信
料
が
発

生
す
る
。
そ
の
た
め
、
現
状
で
は
、
近
隣
の

方
に
管
理
を
委
託
す
る
方
が
維
持
管
理
コ
ス

ト
を
低
く
抑
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
管
理
人
の
高
齢
化
と
い
う
課
題

も
あ
り
、
将
来
的
に
は
運
用
方
法
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

要
望

部
活
動
の
地
域
展
開
や
災
害

時
の
対
応
も
視
野
に
入
れ
、
地
域

の
住
民
が
い
つ
で
も
施
設
を
開
放
で
き
る
よ

う
、
ス
マ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
導
入
に
関
す
る
調

査
・
研
究
を
進
め
て
ほ
し
い
。

神
山
こ
ど
も
園
新
築
・
移
転
事
業

に
つ
い
て

問

王
子
の
森
公
園
へ
の
移
転
案
は
、

議
会
や
地
域
代
表
者
に
は
早
い
段

階
で
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
思
う
が
、

市
民
や
公
園
利
用
者
へ
の
公
表
は
遅
く
、
設

計
開
始
後
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
今
、
地
域
か
ら
王
子
の
森
公

園
内
へ
の
移
転
に
対
す
る
反
対
や
他
候
補
地

へ
の
移
転
を
要
望
す
る
声
が
出
て
い
る
。

市
と
し
て
、
ど
の
段
階
で
情
報
公
開
し
市

民
の
意
見
を
広
く
聞
く
べ
き
だ
っ
た
か
、

も
っ
と
早
期
に
公
開
す
る
機
会
が
な
か
っ
た

の
か
。

答

基
本
計
画
の
際
に
、
議
会
へ
の
説

明
後
に
、
市
民
代
表
に
説
明
す
る
と

い
う
流
れ
で
進
め
て
い
る
。
今
回
も
実
施
設

計
の
内
容
を
議
会
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
の
で
、
今
後
、
広
報
誌
な
ど
で
市
民
に
示

す
予
定
と
し
て
い
る
。

市
長
も
市
民
と
直
接
意
見
交
換
す
る
場
を

設
け
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
場
も
大
事
に
し

な
が
ら
、
も
っ
と
早
い
段
階
で
情
報
発
信
を

す
る
べ
き
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
今
後
、
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

企
業
等
誘
致
促
進
事
業
奨
励
金
に

つ
い
て

昨
年
11
月
に
操
業
開
始
し
た
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
八
幡
浜
店
を
経
営
し
て
い
る
事
業
者
に
対

す
る
雇
用
促
進
奨
励
金
で
あ
る
。

企
業
等
誘
致
促
進
条
例
に
お
い
て
、
事
業

者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
企
業
等
が
、
操
業
開

始
の
日
か
ら
１
年
以
上
、
八
幡
浜
市
民
を
従

業
員
と
し
て
新
規
に
雇
用
し
た
場
合
に
奨
励

金
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。

問

対
象
期
間
が
「
操
業
開
始
か
ら
４

年
経
過
前
の
新
規
雇
用
」
と
い
う
こ

と
は
、
実
質
、
開
始
か
ら
５
年
間
、
支
給
さ

れ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

答
「
操
業
開
始
か
ら
４
年
経
過
前
」

で
あ
る
た
め
、
令
和
６
年
11
月
11
日

操
業
開
始
の
場
合
、
仮
に
、
令
和
10
年
11
月

10
日
に
雇
用
し
た
従
業
員
の
１
年
以
上
の
勤

務
実
態
が
確
認
で
き
れ
ば
、
令
和
11
年
に
も

雇
用
促
進
奨
励
金
を
支
払
い
す
る
可
能
性
が

あ
る
。

た
だ
し
、
雇
用
促
進
奨
励
金
の
上
限
額
は

５
０
０
０
万
円
で

あ
り
、
雇
用
が
１

０
０
名
と
な
っ
た

時
点
で
打
ち
切
り

と
な
る
。
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民
生
文
教
委
員
長
報
告

委
員
長

攝
津
眞
澄

予
算
委
員
長
報
告

委
員
長

平
家
恭
治



環
境
セ
ン
タ
ー
修
繕
料
に
つ
い
て

問

双
岩
に
あ
る
環
境
セ
ン
タ
ー
の

焼
却
炉
は
、
あ
と
何
年
運
用
す
る
予

定
か
。

ま
た
、
令
和
６
年
度
は
修
繕
料
が
２
億
円

程
度
か
か
っ
て
い
る
が
、
今
後
も
毎
年
同
額

程
度
か
か
り
続
け
る
の
か
。

答

双
岩
に
あ
る
環
境
セ
ン
タ
ー
の

現
施
設
は
、
愛
媛
県
ご
み
処
理
広
域

化
・
集
約
化
計
画
に
基
づ
き
、
令
和
23
年
度

ま
で
は
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
。

修
繕
料
は
、
施
設
の
正
常
な
運
転
維
持
の

た
め
毎
年
保
守
・
修
繕
を
実
施
し
て
お
り
、

近
年
は
増
額
傾
向
に
あ
る
。
修
繕
内
容
は
業

者
と
協
議
の
上
、
選
定
し
て
い
る
。
比
較
的

経
費
が
か
か
る
設
備
の
基
幹
部
分
か
ら
優
先

的
に
修
繕
し
て
い
る
た
め
、
修
繕
料
が
今
後

も
継
続
し
て
増
え
続
け
る
こ
と
は
な
い
と
想

定
し
て
い
る
。
当
面
は
高
額
に
な
る
場
合
も

あ
る
が
、
広
域

化
・
集
約
化
計

画
の
最
終
段
階

に
向
け
て
、
緩

や
か
に
減
少
し

て
い
く
見
込
み

で
あ
る
。

離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金
事
業

に
つ
い
て

問

離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金
事

業
は
、
大
島
の
漁
業
集
落
に
対
す
る

補
助
で
あ
る
が
、
交
付
金
は
具
体
的
に
何
に

使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

答

離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金
事

業
は
、
大
島
地
域
の
漁
業
者
が
集
落

協
定
を
結
び
、活
動
し
て
い
く
事
業
で
あ
る
。

主
な
活
動
と
し
て
、
藻
場
再
生
の
た
め
の

ア
ラ
メ
放
流
、
漁
場
生
産
力
向
上
の
た
め
の

稚
魚
放
流
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
養
殖
し

て
い
る
ス
ジ
ア
オ
ノ
リ
を
用
い
て
独
自
開
発

し
た
商
品（
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、パ
ウ
ダ
ー
）

や
、
大
島
産
の
ひ
じ
き
な
ど
も
商
品
化
し
、

道
の
駅
等
で
販
売
し
て
い
る
。

問

補
助
金
を
交
付
す
る
上
で
効
果

検
証
も
必
要
だ
が
、
開
発
し
た
商
品

の
販
売
状
況
や
稚
魚
放
流
、
藻
場
再
生
の
効

果
に
つ
い
て
報
告
は
受
け
て
い
る
か
。

答

同
事
業
は
、
国
・
県
・
市
が
共
同

負
担
し
て
お
り
、
漁
業
者
の
代
表
は

定
期
的
に
県
の
監
査
を
受
け
、
市
も
事
業
実

施
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

稚
魚
放
流
等
な
ど
、
海
中
で
の
効
果
検
証

は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
販
促
活
動
や

新
商
品
開
発
に
つ
い
て
は
、
県
と
連
携
し
、

他
の
離
島
で
の
事
業
情
報
も
収
集
し
な
が

ら
、
実
施
計
画
や
目
標
設
定
な
ど
計
画
的
に

実
施
し
て
い
る
。

こ
の
事
業
の
最
大
の
目
的
は
、
漁
業
者
の

所
得
向
上
で
あ
る
。
５
年
の
事
業
期
間
内
で

成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

八
幡
浜
市
創
業
等
支
援
事
業
補
助

金
に
つ
い
て

問

令
和
６
年
度
は
10
件
の
申
請
が

あ
っ
た
が
、
申
請
内
容
に
つ
い
て
伺

う
。答

「
新
規
創
業
」
で
は
、
介
護
事
業
、

病
院
事
業
、
飲
食
事
業
な
ど
、「
第

２
創
業
」
で
は
、
民
泊
事
業
な
ど
で
利
用
さ

れ
て
い
る
。「
規
模
拡
大
」で
は
、飲
食
店
の

市
内
で
の
店
舗
移
転
に
よ
る
ケ
ー
ス
や
、
市

外
の
個
人
事
業
主
が
法
人
化
し
て
市
内
に
本

社
を
置
く
ケ
ー
ス
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。

問

創
業
等
支
援
事
業
の
目
的
は
地

域
経
済
活
性
化
と
雇
用
拡
大
で
あ

り
、
申
請
者
の
事
業
が
継
続
し
て
い
る
か
の

事
実
確
認
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
現
場
確

認
、
書
類
審
査
と
い
っ
た
方
法
で
事
業
継
続

の
確
認
は
行
っ
て
い
る
の
か
。

答

創
業
等
支
援
事
業
補
助
金
は
令

和
３
年
度
か
ら
交
付
し
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
廃
業
し
た
者
は
い
な
い
。
申
請
の
際

に
は
、
申
請
者
と
面
談
し
、
適
正
に
創
業
す

る
意
思
を
確
認
し
て
い
る
。
創
業
後
は
、
収

支
決
算
等
の
書
類
提
出
は
求
め
て
い
な
い

が
、
事
業
の
継
続
状
況
は
常
に
注
視
し
て
い

る
。
今
後
、
さ
ら
に
よ
い
制
度
に
な
る
よ
う

検
討
し
た
い
。

八
幡
浜
市
下
水
道
事
業
会
計
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

問

八
潮
市
の
陥
没
事
故
を
受
け
て

実
施
し
た
下
水
道
管
の
検
査
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
伺
う
。

答

平
成
６
年
度
以
前
に
設
置
さ
れ
た

内
径
２
，０
０
０
ミ
リ
以
上
の
下
水

道
管
路
の
緊
急
調
査
を
実
施
し
た
。
当
市
で

は
２
，８
９
６
メ
ー
ト
ル
が
対
象
と
な
り
、
優

先
箇
所
２
，１
０
６
メ
ー
ト
ル
の
調
査
は
既

に
完
了
し
、
現
在
、
結
果
を
分
析
中
で
あ
る
。
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こ
の
調
査
は
社
会
的
影
響
が
大
き
く
、
大

規
模
陥
没
が
発
生
し
や
す
い
管
路
か
ら
優
先

度
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
優
先
度
の
高
い
箇

所
は
、
八
潮
市
の
事
故
現
場
と
類
似
し
た
、

立
坑
接
続
部
分
付
近
の
曲
線
部
で
地
下
水
位

が
高
く
砂
質
系
ま
た
は
緩
い
シ
ル
ト
系
の
地

盤
で
あ
る
箇
所
、
お
よ
び
構
造
的
に
腐
食
し

や
す
い
箇
所
、
ま
た
は
過
去
の
調
査
で
腐
食

が
確
認
さ
れ
未
対
策
の
箇
所
で
あ
る
。

な
お
、
下
水
で
は
、
硫
化
水
素
が
発
生
し

や
す
い
箇
所
は
管
が
腐
食
さ
れ
や
す
い
。
本

市
で
は
専
門
業
者
に
よ
る
２
週
間
の
硫
化
水

素
濃
度
調
査
を
行
っ
た
。
本
市
は
合
流
管

で
、
汚
水
と
一
緒
に
雨
水
や
地
下
水
も
混
じ

る
こ
と
に
加
え
、企
業
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、

硫
化
水
素
濃
度
は
大
雨
が
降
っ
た
際
に
少
し

上
が
る
程
度
で
あ
り
、
全
て
基
準
値
以
下
で

あ
っ
た
。
こ
の
状
況
か
ら
、
管
の
損
傷
具
合

も
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

問

技
術
職
員
が
１
人
減
っ
て
い
る

が
、
管
渠
の
老
朽
化
率
が
徐
々
に
上

が
り
、
定
期
的
な
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
な
か
、
現
状
の
職
員
数
は
足
り
て
い

る
の
か
。
今
後
、
十
分
な
職
員
数
の
確
保
が

難
し
い
場
合
の
対
策
は
考
え
て
い
る
の
か
。

答

本
市
に
限
ら
ず
多
く
の
自
治
体

で
、
技
術
職
員
の
確
保
と
人
材
育
成

が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
土
木
事
業

の
分
野
は
、
下
水
道
事
業
、
水
道
事
業
、
一

般
道
路
建
設
関
係
事
業
、
港
湾
事
業
、
農
林

土
木
な
ど
が
あ
り
、
各
分
野
に
精
通
し
た
技

術
者
を
養
成
す
る
に
は
、
人
員
も
時
間
も
不

足
し
て
い
る
。
現
状
で
は
、
業
務
の
一
部
を

外
部
委
託
し
な
が
ら
、
非
常
に
少
な
い
メ
ン

バ
ー
で
維
持
管
理
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
て

い
る
。

今
後
の
対
策
と
し
て
は
、
イ
ン
フ
ラ
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
進
め
る
上
で
、
都
道
府
県
単
位

で
の
自
治
体
間
広
域
連
携
や
、
民
間
と
連
携

し
て
計
画
・
調
査
・
実
施
ま
で
行
う
ウ
ォ
ー

タ
ー
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
推
進
も
必
要
と
考
え
る
。

八
幡
浜
市
水
道
事
業
会
計
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

問

技
術
職
員
が
１
人
減
っ
て
い
る

が
、
管
路
を
継
続
的
に
点
検
し
、
維

持
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
な
か
、
現
状
の
職

員
数
で
足
り
て
い
る
か
。
ま
た
、
今
後
の
対

策
は
考
え
て
い
る
か
。

答

水
道
課
が
管
理
し
て
い
る
２
９

２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
管
路
の
全
点

検
は
困
難
で
あ
る
が
、
職
員
が
現
場
を
訪
問

す
る
際
に
は
、
目
視
で
異
状
を
確
認
し
て
い

る
。今

後
も
現
状
の
職
員
体
制
で
維
持
管
理
せ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
衛
星
と
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
漏
水
調
査
な
ど
の
先
進
技
術
を
調
査
、
導

入
す
る
な
ど
し
、
職
員
の
負
担
軽
減
に
努
め

た
い
。

市
立
八
幡
浜
総
合
病
院
事
業
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

問

「
機
能
分
化
・
連
携
強
化
」「
医

師
・
看
護
師
等
の
確
保
と
働
き
方
改

革
」の
具
体
的
な
取
組
内
容
に
つ
い
て
伺
う
。

答

機
能
分
化
・
連
携
強
化
に
つ
い
て

は
、
当
院
は
二
次
救
急
病
院
と
し
て

急
患
や
重
症
患
者
に
対
応
し
、
糖
尿
病
な
ど

の
定
期
的
な
診
察
で
対
応
可
能
な
患
者
は
開

業
医
に
振
り
分
け
る
こ
と
で
、
役
割
分
担
を

明
確
化
し
て
い
る
。
開
業
医
か
ら
紹
介
が

あ
っ
た
患
者
に
は
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
で

連
携
を
強
化
し
て
い
る
。

医
師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
昨
年

度
、
国
よ
り
、
年
間
９
６
０
時
間
、
月
80
時

間
ま
で
の
時
間
外
勤
務
に
抑
え
る
指
針
が
提

示
さ
れ
た
。
外
科
で
は
、
長
時
間
に
わ
た
る

手
術
を
午
前
中
か
ら
開
始
で
き
る
よ
う
努
め

る
な
ど
、
医
師
の
時
間
外
労
働
削
減
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

看
護
師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
三
交
替
制
の
夜
勤
体
制
は
、
時
間
外
労

働
の
増
加
や
休
暇
の
不
規
則
性
が
看
護
師
の

不
満
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
改
善
を

行
っ
た
。
昨
年
度
、
２
病
棟
で
試
験
的
に
二

交
替
制
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の

看
護
師
が
継
続
を
希
望
し
た
た
め
、
当
該
病

棟
で
は
二
交
替
制
を
継
続
し
て
い
る
。
さ
ら

に
今
年
度
、
残
り
の
内
科
系
２
病
棟
で
も
、

試
験
的
に
二
交
替
制
を
導
入
し
た
結
果
、
同

様
に
継
続
を
望
む
声
が
多
数
で
あ
っ
た
。
二

交
替
制
へ
の
移
行
に
よ
り
、
病
棟
の
時
間
外

労
働
が
約
３
分
の
１
に
減
少
し
た
こ
と
か

ら
、
今
後
も
二
交
替
制
を
継
続
し
て
い
く
方

針
で
あ
る
。

医
師
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
大
学
病
院
か

ら
の
派
遣
が
メ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市

長
は
じ
め
、
院
長
、
事
務
局
長
が
愛
媛
大
学

や
山
口
大
学
、
広
島
大
学
へ
赴
き
、
医
師
の

継
続
的
な
派
遣
を
依
頼
し
、
医
師
の
確
保
に

努
め
て
い
る
。

看
護
師
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
等

修
学
資
金
貸
与
制
度
を
周
知
・
活
用
し
、
今

後
も
看
護
師
を
確
保
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
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問

看
護
師
に
継
続
し
て
勤
務
い
た

だ
く
た
め
の
住
ま
い
の
確
保
に
つ

い
て
伺
う
。

答

看
護
師
寮
は
入
居
期
間
を
３
年

と
し
て
い
る
が
、
新
た
な
入
居
者
が

い
な
い
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
居
住

い
た
だ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
、
新
た

な
入
居
者
が
出
て
退
去
が
必
要
と
な
っ
た
際

に
は
、
新
医
師
住
宅
Ａ
棟
の
完
成
に
伴
っ
て

空
室
が
あ
る
医
師
住
宅
Ｂ
棟
へ
転
居
い
た
だ

く
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。

問

看
護
師
以
外
の
職
員
の
確
保
に

つ
い
て
伺
う
。

答

薬
剤
師
の
確
保
が
難
し
い
状
況

で
あ
る
。
昨
年
、
２
名
採
用
し
た

が
、
１
名
辞
退
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
退

職
者
も
あ
り
、
薬
剤
師
の
数
が
増
え
て
い
な

い
状
況
で
あ
る
。
今
後
、
大
学
等
へ
の
採
用

活
動
を
行
い
、
当
院
を
受
け
て
い
た
だ
く
よ

う
働
き
か
け
た
い
。

管
理
栄
養
士
に
つ
い
て
も
、
退
職
者
が
多

く
出
て
お
り
、
現
在
募
集
を
行
っ
て
い
る
状

況
で
あ
る
。

議会だより【令和７年 12月】 16

編
集
後
記

選
挙
が
２
回
連
続
の
無
投
票
と
な
っ
た
八

幡
浜
市
議
会
。
そ
も
そ
も
議
員
が
何
を
し
て

い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
ご
意
見
も

よ
く
伺
い
ま
す
。
理
事
者
（
行
政
側
）
か
ら
の

議
案
説
明
や
、
議
員
か
ら
の
政
策
提
案
を
含

む
「
一
般
質
問
」
に
つ
い
て
は
議
事
録
が
公
開

さ
れ
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
や
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
も

配
信
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
委
員
会
等
で
行
わ

れ
る
細
か
い
議
論
ま
で
は
現
状
あ
ま
り
お
伝

え
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
他
の
自
治
体
を
見
れ

ば
、
県
内
で
も
委
員
会
ま
で
議
事
録
を
公
開

し
た
り
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
で
放
映
し
た
り
す
る
と
こ

ろ
は
あ
り
ま
す
し
、
全
国
を
見
渡
せ
ば
〝
面
白

い
議
会
広
報
〟
で
注
目
を
集
め
る
北
海
道
鷹

栖
町
の
よ
う
な
例
も
あ
り
ま
す
。
先
人
た
ち

の
「
進
取
の
気
性
」
を
見
習
っ
て
、
八
幡
浜
市

議
会
も
様
々
な
施
策
を
取
り
入
れ
た
い
と
こ

ろ
で
す
。

ま
ち
の
現
状
や
将
来
に
つ
い
て
市
民
の
皆

さ
ん
と
共
に
活
発
な
議
論
が
で
き
る
よ
う
、

議
会
全
体
と
し
て
も
議
員
個
人
と
し
て
も
取

り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
議
会
だ
よ

り
へ
の
ご
意
見
も
、
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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新
人
議
員
研
修
を

実
施新た

に
当
選
し
た
４
名
の
市

議
会
議
員
へ
の
研
修
を
行
い
ま

し
た
。
８
月
21
日
に
は
市
議
会

の
し
く
み
等
に
つ
い
て
、
９
月

29
日
に
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

を
学
び
、
円
滑
な
議
会
活
動
へ

の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

赤
い
羽
根
共
同
募
金

街
頭
募
金
活
動

10
月
の
八
日
市
、
社
会
福
祉

協
議
会
の
方
々
と
共
に
街
頭
募

金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
募
金
活
動
へ
の
ご
協

力
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。


